
瀬戸市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２７年７月３１日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２３号 

瀬戸市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則  

瀬戸市介護保険条例施行規則（平成１２年瀬戸市規則第１３号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（特例居宅介護サービス費等の額） （特例居宅介護サービス費等の額） 

第６条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定は、法第４９条の２に規定する第

１号被保険者であって介護保険法施行令（平成

１０年政令第４１２号。以下「政令」とい

う。）で定めるところにより算定した所得の額

が政令で定める額以上である要介護被保険者

（以下第８条及び第９条において「一定以上所

得者」という。）について準用する。この場合

において、同項中「１００分の９０」とあるの

は「１００分の８０」と読み替えるものとす

る。 

 

 （特例施設介護サービス費の額）  （特例施設介護サービス費の額） 

第８条 ＜省略＞ 第８条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定は、一定以上所得者について準用

する。この場合において、同項中「１００分の

９０」とあるのは「１００分の８０」と読み替

えるものとする。 

 

 （居宅介護サービス費等の額の特例）  （居宅介護サービス費等の額の特例） 

第９条 法第５０条に規定する災害その他の省令第９条 法第５０条に規定する災害その他の省令



第８３条に規定する特別の事情があることによ

り、居宅サービス（これに相当するサービスを

含む。）、地域密着型サービス（これに相当す

るサービスを含む。）若しくは施設サービス又

は住宅改修に必要な費用を負担することが困難

であると認めた要介護被保険者が受ける法第４

９条の２各号に掲げる介護給付については、次

の表左欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、そ

れぞれ同表右欄に定める割合とする。 

第８３条に規定する特別の事情があることによ

り、居宅サービス（これに相当するサービスを

含む。）、地域密着型サービス（これに相当す

るサービスを含む。）若しくは施設サービス又

は住宅改修に必要な費用を負担することが困難

であると認めた要介護被保険者が受ける法第５

０条各号に掲げる介護給付については、次の表

左欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、それぞ

れ同表右欄に定める割合とする。 

＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 前３項の規定は、法第５０条第２項の規定に

より読み替えて適用する一定以上所得者につい

て準用する。この場合において、第１項の表中

「１００分の９７」とあるのは「１００分の９

４」と、「１００分の９５」とあるのは「１０

０分の９０」と読み替えるものとする。 

 

（特例介護予防サービス費の額） （特例介護予防サービス費の額） 

第１１条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定は、法第５９条の２に規定する第

１号被保険者であって政令で定めるところによ

り算定した所得の額が政令で定める額以上であ

る居宅要支援被保険者（以下第１３条において

「一定以上所得者」という。）について準用す

る。この場合において、同項中「１００分の９

０」とあるのは「１００分の８０」と読み替え

るものとする。 

 

（介護予防サービス費等の額の特例） （介護予防サービス費等の額の特例） 

第１３条 法第６０条に規定する災害その他の省

令第９７条に規定する特別の事情があることに

より、介護予防サービス（これに相当するサー

ビスを含む。）、地域密着型介護予防サービス

（これに相当するサービスを含む。）又は住宅

改修に必要な費用を負担することが困難である

第１３条 法第６０条に規定する災害その他の省

令第９７条に規定する特別の事情があることに

より、介護予防サービス（これに相当するサー

ビスを含む。）、地域密着型介護予防サービス

（これに相当するサービスを含む。）又は住宅

改修に必要な費用を負担することが困難である



と認めた居宅要支援被保険者が受ける法第５９

条の２各号に掲げる予防給付については、次の

表左欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、それ

ぞれ同表右欄に定める割合とする。 

と認めた居宅要支援被保険者が受ける法第６０

条各号に掲げる予防給付については、次の表左

欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、それぞれ

同表右欄に定める割合とする。 

＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 前３項の規定は、法第６０条第２項の規定に

より読み替えて適用する一定以上所得者につい

て準用する。この場合において、第１項の表中

「１００分の９７」とあるのは「１００分の９

４」と、「１００分の９５」とあるのは「１０

０分の９０」と読み替えるものとする。 

 

  

附 則 

 （施行期日）  

１ この規則は、平成２７年８月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この規則による改正後の瀬戸市介護保険条例施行規則の規定は、この

規則の施行の日以後に行われた居宅介護サービス、施設介護サービス及

び介護予防サービスに係る保険給付から適用し、同日前に行われた保険

給付については、なお従前の例による。  


